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議案第１３号参考資料（その１１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 都市計画税

１ 税率については、渋川市の例による。ただし、合併特例法第１０条の規定
（修正あり、内容は「合併協議項目」又は議案をご覧下さい）調 整 方 針 を適用し、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度に限り、現

行の税率を採用し不均一課税とする。
２ 納期については、固定資産税の納期による。

現 況 調整理由・課題

【調整理由】１ 税率及び納期等

・都市計画税は、渋川市と伊香保町にお細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
いて課税されているが、税率が異なって

都市計画区域のうち渋川 都市計画区域のうち伊香 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし いる。１納税義務者
市都市計画税条例に定め 保町都市計画税条例に定 調整にあたっては、財政運営への影響
る区域内に所在する土地 める区域内に所在する土 を考慮する必要もあることから、渋川市
及び家屋の所有者 地及び家屋の所有者 の例により制限税率を採用する。

ただし、税額の激変緩和のため、合併
０．３％ ０．２％ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし が行われた日の属する年度及びこれに続２税率

く５年度に限り、現行の税率を採用し不
固定資産の価格（土地、 固定資産の価格（土地、 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 均一課税とする。３課税標準
家屋） 家屋）

・納期は、固定資産税と同じであること
固定資産税に同じ 固定資産税に同じ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし から、固定資産税の納期とする。４納期

【県内１０市の税率】
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 藤岡市 富岡市 安中市 【課題】

税 率(%) ０．２ ０．２５ ０．２５ ０．３ ０．２ ０．２ ０．３ ０．３ ０．２ ０．２
・現在の納税義務者は、渋川市、伊香保
町両市町とも、条例に定める区域内の土

【関係法令】 地・家屋の所有者とされている。新市に
○地方税法（抜粋） おける課税区域については、新たに定め（都市計画税の税率）

第７０２条の４ 都市計画税の税率は、０．３％を超えることができない。 られる都市計画区域の中で、現在の課税（都市計画税の課税客体等）
第７０２条 市町村は、都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は土地区 区域の状況と設定の経緯等を踏まえて検（都市計画税の賦課徴収等）
画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当 第７０２条の８ 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、 討する必要がある。
該市町村の区域で都市計画法第５条 の規定により都市計画区域として指定 特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。
されたもの（以下本項において「都市計画区域」という ）のうち同法第７ 以下省略。
条第１項に規定する市街化区域（当該都市計画区域について同項 に規定す
る区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都 ○市町村の合併の特例に関する法律

（地方税に関する特例）市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域）内に所在する土地
及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者 第１０条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均
に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち市街化調整 衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について
区域（同項 に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ ） 合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の。
において同法第３４条第１０号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同 課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行わ
法に基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合に れた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課
は当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋 税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
についても、同様とする。

２ 省略

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市 宗 像 市

都市計画税については、現行のとおりと 都市計画税については、都市計画区域の都市計画税の税率及び納期について 都市計画税については、両市に相違が
する。 設定に応じて、宗像市の例により調整すは、保谷市の例により調整する。ただ ないため現行のとおりとする。
ただし、納期については、固定資産税と る。し、平成１２年度については、それぞ
同様とする。れ旧市の例による。

３ 財政影響額

合 計細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
調 定 額 681,500千円 79,003千円 0千円 0千円 0千円 0千円 760,503千円
税率0.3%とした場合 681,500千円 118,504千円 0千円 0千円 0千円 0千円 800,004千円
増 減 0千円 39,501千円 0千円 0千円 0千円 0千円 39,501千円

（調定額：平成１４年度決算統計より）


